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設定として、委任者は、一人暮らしの父親、７０代後半。受任者は、実家から遠くはない

所に住み、仕事もしている娘５０代前半を想定。もちろん架空の設定です。 
 
 本公証人は、委任者山田一郎（以下「甲」という。）及び受任者山田桜子（以下「乙」と

いう。）の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この公正証書を作成す

る。 
 
第１条（契約の趣旨） 

甲は、乙に対し、平成２８年４月１日、任意後見契約に関する法律に基づき、精

神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護

及び財産の管理に関する事務（以下、「後見事務」という。）を委任し、乙は、これ

を受任する。 
 
第２条（見守り義務） 

乙は、前条の任意後見契約（以下「本任意後見契約」という。）がその効力を生

じたか否かにかかわらず、適宜電話で甲の安否を確認し、甲と面接し、ヘルパーそ

の他の日常生活援助者から甲の生活状況につき報告を求め、主治医その他医療関係

者から甲の心身の状態について説明を受けることなどにより、甲の生活状況及び健

康状態の把握に努め、甲につき任意後見監督人選任の申立てをすべきかいなかを常

に考慮し、判断しなければならない。 
 
第３条（契約の発効） 
１ 本任意後見契約は、任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる。 
２ 本任意後見契約締結後、甲が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な

状況になり、乙が本任意後見契約による後見事務を行うことを相当と認めたときは、

乙は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の請求をする。 
３ 本任意後見契約の効力発生後における甲と乙との法律関係については、任意後見

契約に関する法律及び本契約に定めるもののほか、民法の規定に従う。 
 
第４条（後見事務の範囲） 

甲は、乙に対し、別紙「代理権目録（任意後見契約）」記載の後見事務（以下「本

件後見事務」という。）を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。 



第５条（証書等の引渡し及び使用） 
１ 乙は、本件後見事務を行うに当たって、次の証書等及びこれらに準ずるものの引

渡しを受けることが必要であると判断したときは、甲に対し、その引渡しを請求し、

甲は、これに応じるものとする。 
(１)登記済権利証 
(２)実印・銀行印 
(３)印鑑登録カード・マイナンバーカード 
(４)預貯金通帳 
(５)各種キャッシュカード  
(６)有価証券・その預り証 
(７)年金関係書類 
(８)土地・建物賃貸借契約書等の重要な契約書類 

２ 乙は、甲から前の証書等の引渡しを受けたときは、その明細を記載した預り証を

作成して甲に交付する。 
３ 乙は、本任意後見契約の効力発生後、甲以外の者が第１項記載の証書等を占有所

持しているときは、その者からこれらの証書等の引渡しを受けて、自らこれを保管

することができる。 
４ 乙は、本件後見事務を処理するために必要な範囲で、前記の証書等を使用するほ

か、甲宛の郵便物その他の通信を受領し、本件後見事務に関連すると思われるもの

を開封することができる。 
 
第６条（ライフプラン） 

 乙は、本件後見事務を遂行するに当たっては、甲の作成にかかる別紙「ライフプ

ラン」を甲の意思を示すものとして尊重し、その内容に沿った介護、福祉、医療そ

の他のサービスを実現するように努めるものとする。ただし、このライフプランは、

別紙「代理権目録（任意後見）」に記載した乙の代理権に制限を加えるものではな

い。また、乙がこのライフラインに沿って本件後見事務を行うことが甲の利益にと

って適切ではないと判断したときは、ライフプランの趣旨を考慮し、より適切な本

件後見事務を行うものとする。 
 
第７条（任意後見監督人の同意を要する事項） 

 乙は、甲所有の不動産につき、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その

他これらに準ずる処分をするには、任意後見監督人の書面による同意を得なければ

ならない。 
 
 



第８条（費用の負担） 
１ 乙が本件後見事務を行うために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理す

る甲の財産からこれを支出するものとする。 
２ 任意後見監督人選任の審判に要する費用は甲の負担とし、乙が立替支出したとき

は、乙は、任意後見監督人選任後に、その管理する甲の財産の中からその支弁を受

けることができる。 
 
第９条（報酬） 
１ 乙の本件後見事務処理は、無報酬とする。 
２ 本件後見事務処理を無報酬とすることが、次の事由により不相当となったときは、

甲と乙は、任意後見監督人と協議のうえ、報酬を定めることができる。 
(１)甲の生活状況又は健康状況の変化  
(２)経済情勢の変動 
(３)その他本件後見事務処理を無報酬とすることを不相当とする特段の事情の発

生 
３ 前項の場合において、甲がその意思を表示することができない状況にあるときは、

乙は、任意後見監督人の書面による同意を得てこれを変更することができる。 
４ 第２項の変更契約は、公正証書によってしなければならない。 

 
第１０条（報告） 
１ 乙は、任意後見監督人に対し、６か月（任意後見監督人がこれより短い期間を定

めたときは、その期間）ごとに、本件後見事務に関する次の事項について書面で報

告する。 
(１)乙の管理する甲の財産の管理状況 
(２)甲を代理して取得した財産の内容、取得の時期・理由・相手方及び甲を代理し

て処分した財産の内容、処分の時期・理由・相手方 
(３)甲を代理して受領した金銭及び支払った金銭の状況 
(４)甲の身上監護につき行った措置 
(５)費用の支出及び支出した時期・理由・相手方 
(６)報酬の定めがある場合の報酬の収受 

２ 乙は、甲又は任意後見監督人の請求があるときは、いつでも速やかにその求めら

れた事項につき報告する。 
３ 乙は、前２項の報告について資料を求められたときは、これを提示しなければな

らない。 
 
 



第１１条（契約の解除） 
１ 甲又は乙は、任意後見監督人が選任されるまでの間は、いつでも公証人の認証を

受けた書面によって、本任意後見契約を解除することができる。                                          

２ 甲又は乙は、任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、

家庭裁判所の許可を得て、本任意後見契約を解除することができる。 
 
第１２条（契約の終了） 
１ 本任意後見契約は、次の場合に終了する。 

(１)甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき 
(２)乙が法定後見（後見・保佐・補助）開始の審判を受けたとき 
(３)乙が任意後見人を解任されたとき 
(４)甲が任意後見監督人選任後に法定後見（後見・保佐・補助）開始の審判を受け

たとき 
(５)本任意後見契約が解除されたとき 

２ 任意後見監督人が選任された後に前項各号の事由が生じた場合、甲又は乙は、速

やかにその旨を任意後見監督人に通知し、任意後見契約の終了の登記を申請しなけ

ればならない。  
 
第１３条（守秘義務） 

乙は、本件後見事務に関して知り得た秘密を、正当な理由なく第三者にもらして

はならない。 
                                                                                                                          

                                                                     

                                                       


